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 現在､インターネットを通じて海外からの観光

客を空いている個人宅に宿泊させる｢民泊｣が

浸透しており､今後の観光立国を行なう上で

大きな期待が集まっています。 

 民泊の定義は範囲が広く、民家に泊まること

の総称のことを言うそうです｡友人の家に泊ま

ることや旅行先で知り合った人の家に泊まるこ

とも民泊になるそうです｡以前の民泊のイメー

ジは無償で民家に泊まることでしたが､最近で

は個人が手軽に空き家や空き部屋を使って

旅行者を泊めることで収入を得る民泊ビジネ

スが日本国内だけでなく、世界的に広がりを

見せています。日本国内では､宿泊施設不足

が問題となっており観光シーズンに限らず宿

泊施設の予約を取りづらい状況が日常化して

いくと予想されており､観光立国を目指す上で

宿泊施設不足の問題は今後も続いていくこと

になりそうです。 

 

 急増する外国人観光客と客室不足で注目さ

れているのが､ビジネスとしての民泊です｡ホテ

ルの 1 室を借りる費用に比べ､民泊の利用料

は非常に安く国内外問わずニーズがあり､東

京オリンピックを見据えた上で､ホテル業界の

資本投入で客室増加は見込まれますが､ホテ

ルは建設に時間がかかるため､民泊提供サイ

トに登録されている物件は客室不足を補える

存在のため政府としても無視ができない状況

となっています。 

 

 

 

 しかし､民泊で懸念されるトラブルや問題として大き

いものが周辺住人の不安感です。見たこともない人

が､入れ替わり立ち替わり一室から出入りする状況が

発生するため､よく思わない人が出ることも十分考えら

れます。所有者の面から見ると､周辺住民からのクレ

ームや通報などがあった場合は管理責任が問われる

可能性もあります。仮に､貸した部屋で不法行為が行

なわれたり､不法滞在に使われたりした場合、「部屋を

貸しただけ」で済むとは限りません。また､民泊ビジネ

スは元々のコストが旅館業と違うため、防災・衛生・安

全面で一定条件をクリアしなければ許可を受けること

ができない旅館業界は民泊に対して批判的な見方も

多いそうです。 

 

 これから観光立国を行なう上で､民泊には大きな期

待がかかります｡国家戦略特区では､区が民泊を認め

る条例を制定することで､外国人観光客の増加による

宿泊施設の不足を解消する動きも出てきています｡旅

館業界との兼ねあいや法整備など問題はありますが､

今後の民泊ビジネスの動向次第で観光業界は大きな

盛り上がりを見せそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


